住宅リフォーム助成金の御案内

今年度に個人住宅、又は賃貸住宅をリフォームする方に助成金を交付します。ただし、木造住宅建設助成金、子育て世帯住宅建設助成金、空き家バンクリフォーム助成金との併用はできません。

　また、過去２年以内に上記の住宅助成金の交付を受けた方、又は交付を受けた住宅をリフォームする場合は使用できません。

■助成要件　次の項目すべてに該当する方

○ 町内に自ら居住するための個人住宅をリフォームする又は賃貸人が賃貸借契約に基づき、賃貸人に貸し出すことを目的とした賃貸住宅をリフォームする。

※ ただし、賃貸住宅の場合は、住宅の機能向上及び価値を高めることを目的としたリフォームに限ります。
○町内の建設業者が施工する
※ ただし、平成２６年度以前に新築した個人住宅又は賃貸住宅で、新築時の町外建設業者が施工する場合は助成の対象となります。
　なお、別途書類提出が必要となります。

○工事費用が１０万円（税込）以上

○市町村税等を滞納していない

○原則、交付申請を行った年度末までに工事が完成する

■助成金額

○工事費用（税込）　  ※ 限度額５００，０００円

	１０万円以上２０万円未満の工事
	助成率１０分の３

	２０万円以上２４万円未満の工事
	助成額６万円

	２４万円以上の工事
	助成率４分の１


　　　　　　

　　　　　　　
※ただし，１，０００円未満の端数は切捨て

■必要書類　※申請書類は着工前に提出してください
 （申請時提出）
○ 住宅リフォーム助成金交付申請書
○ 当該工事の見積書の写し（見積書は詳細に作成してください。）
※建設業者の方が自身の会社で自宅のリフォームを施工する場合は、工事費積算の参考とするため、他の建設業者２社からの見積書を併せて提出してください。
○ 市町村税完納証明書
（申請時に町内在住者で個人番号利用の同意をした方は除く）
〇個人住宅のリフォームにあっては、次に掲げる要件のいずれかに該当

する書類

　・個人住宅の所有者である場合は、登記事項証明書又は固定資産納通知書の写し

　　・個人住宅の世帯主である場合は、住民票の写し
〇賃貸住宅のリフォームにあっては、次に掲げる書類

・リフォームに係る賃貸住宅の所有を証明する書類

・賃貸業を営んでいることを証明する書類又は家賃収入があることを証明する書類

○ 施工場所案内図

○ 建築基準法の規定による許可が必要な場合は、その許可書の写し

○ 建築基準法の規定による建築工事届を提出した場合は、その建築

   　工事届の写し

〇 町税等納税確認同意書
（新築時の町外建設業者によりリフォームする場合）
上記の申請時に必要な書類に加え、以下の書類を提出してください。
〇 平成２６年度以前に新築したと分かる書類
〇 新築時の建設業者でなければならないことを記載した書類

　（変更時提出）
〇補助事業等変更承認申請書
〇見積書の写し（変更内容がわかるように作成してください。）
※リフォームの完了前に金額等の変更が生じた場合には、変更の申請により補助金額の変更ができますので、補助事業等変更承認申請書を提出してください。
　　　　　
（完了時提出）
※写真は工事個所の施工前と施工後の比較ができるように撮影し、台紙に貼り付け、余白に説明を記載するなどして提出してください。
〇 住宅リフォーム工事完了報告書
〇 工事施工前及び施工後の写真
〇 個人住宅のリフォームにあっては、入居した日以降の住民票の写し
（申請時に個人番号利用の同意をした方は除く）
〇 領収書の写し
〇 請求書※口座番号を確認できるものを持参ください。（通帳等）
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